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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第52期

第１四半期
累計期間

会計期間
自 2020年10月１日
至 2020年12月31日

営業収益 (千円) 1,368,344

経常利益 (千円) 168,571

四半期純利益 (千円) 96,486

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) －

資本金 (千円) 50,000

発行済株式総数 (株) 430,000

純資産額 (千円) △463,094

総資産額 (千円) 4,574,181

１株当たり四半期純利益 (円) 22.44

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

(円) －

自己資本比率 (％) △10.1

(注)１．当社は、連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

５．2021年８月13日開催の取締役会の決議により、2021年９月９日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行

いました。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益を算定してお

ります。

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。又、新規上場申請のための有

価証券報告書（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクに重要な変動はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）財政状況及び経営成績の状況

①経営成績

当第１四半期累計期間（2020年10月1日～2020年12月31日）におけるわが国経済は、一旦落ち着いたかに見えた

新型コロナウィルスの流行が再拡大したことにより、外食産業・観光産業といった外出を伴う産業を中心に打撃

を受けました。一方で、いわゆる「巣ごもり消費」の増加により、内食・中食商品を販売する食品小売業の需要

が伸びるといった現象も発生いたしました。

このような環境のもと、当社は「地域を結ぶ直売広場」をコンセプトに、店舗近隣の生産者、特に今回のコロ

ナ禍により打撃を受けた地元レストラン・居酒屋といった生産者の開拓を進め、弁当・惣菜といった中食商品の

強化と売場の拡大を推進し、「巣ごもり消費」の取り込みを進めるとともに、出品生産者のためのプラットフォ

ーマーとしての役割を高めるために、買取仕入方式から消化仕入方式への取引形態の転換を進めました。さらに

積極的な新規出店を続け、当第１四半期累計期間に５店舗の出店と１店舗の閉鎖を行いました。

これらの取組みにより、当社の重要な経営指標である流通総額（店舗におけるレジ通過額のほか、値札シール

の販売代金や不動産賃貸収入等を含む総額の全体売上高）は4,607,495千円、累計登録生産者件数は21,329件、店

舗数は115店舗となりました。

以上の結果、営業収益（流通総額から生産者へ支払う仕入代金を控除した純額）は1,368,344千円、営業利益は

177,721千円、経常利益は168,571千円、四半期純利益は96,486千円となりました。

なお、当社事業は単一のセグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

②財政状況

（総資産）

当第１四半期累計期間末における総資産は、前事業年度末と比べ279,003千円増加し、4,574,181千円となり

ました。これは主に、売上高の増加に伴い売掛金が249,302千円増加したこと等によるものです。

（負債総額）

当第１四半期累計期間末における負債総額は、前事業年度末と比べ182,602千円増加し、5,037,275千円とな

りました。これは主に、売上高の増加に伴い買掛金が217,490千円増加したこと等によるものです。

（純資産）

当第１四半期累計期間末における純資産は、前事業年度末と比べ96,400千円増加し、△463,094千円となりま

した。これは四半期純利益が96,486千円となったこと等によるものです。

（２）経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第１四半期累計期間において、当社の経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客

観的な指標等について、重要な変更はありません。
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（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更はありませ

ん。

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

（５）従業員数

当第１四半期累計期間において、従業員数について著しい増減はありません。

（６）主要な設備

新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第１四半期累計期間において著しい変動はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,000,000

計 1,000,000

（注）2021年８月13日開催の取締役会決議により、2021年９月９日付けで株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可

能株式総数は9,000,000株増加し、10,000,000株となっております。

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年11月19日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 430,000 4,300,000 非上場 単元株式数は100株であります。

計 430,000 4,300,000 ― ―

(注) １.2021年８月13日開催の取締役会の決議により、2021年９月９日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行

いました。これにより発行済株式総数は3,870,000株増加し、4,300,000株となっております。

２.2021年８月30日開催の臨時株主総会において、2021年９月９日付で１単元を100株とする単元株制度を採用し

ております。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第１四半期会計期間において発行した新株予約権証券は、以下のとおりであります。

第３回新株予約権（2020年12月15日定時株主総会決議）

決議年月日 2020年12月15日

付与対象者の区分及び人数（名）※ 当社従業員１名

新株予約権の数（個）※ 300 （注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株）※

普通株式 300 （注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ ６ （注）２

新株予約権の行使期間 ※ 2022年12月16日 ～ 2030年12月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格 ６
資本組入額 ３

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の
取締役または従業員の地位にあることを要する。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締

結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項

（注）３

※ 新株予約権証券の発行時（2020年12月15日）における内容を記載しております。
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（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

既発行株式数 ＋
新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

３．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消

滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画

において定めた場合に限るものとする。

　 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　 ② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

　 ③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案して決定する。

　 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の

　上、前記２で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定

　される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

　 ⑤ 新株予約権を行使できる期間

　2022年12月16日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、2030年12月15日までとする。

　 ⑥ 新株予約権の行使の条件

ａ.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または使用人

の地位にあることを要するただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合や、

定年退職した場合等、正当な事由がある場合で、当社取締役会において認められたときはこの限りで

はない。

ｂ.新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

　 ⑦ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

ａ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げる。

ｂ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記ａの資本金等増

加限度額から前記ａに定める増加資本金の額を減じた額とする。

　 ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

　 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社で

ない場合には取締役の過半数) の承認を要するものとする。

　 ⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

ａ当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当

社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、

当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

ｂ.新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新株予

約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年12月31日 － 430,000 － 50,000 － －

(注) 2021年８月13日開催の取締役会の決議により、2021年９月９日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っ

ております。これにより発行済株式総数は3,870,000株増加し、4,300,000株となっております。

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

―
430,000 430,000

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 430,000 ― ―

総株主の議決権 ― 430,000 ―

（注）１.2021年８月13日開催の取締役会の決議により、2021年９月９日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行

っております。これにより発行済株式総数は3,870,000株増加し、4,300,000株となっております。

２.当社は８月30日開催の臨時株主総会の決議により、2021年９月９日付で１単元を100株とする単元株制度を

採用しております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第１四半期会計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）及び第１四半期累計期間

（2020年10月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、PwC京都監査法人による四半期レビュー

を受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 911,750

売掛金 948,867

商品 46,571

　 貯蔵品 8,937

その他 100,895

流動資産合計 2,017,022

固定資産

　 有形固定資産

　 建物（純額） 818,772

　 土地 491,574

　 その他（純額） 292,190

有形固定資産合計 1,602,537

　 無形固定資産 100,147

　 投資その他の資産 ※ 854,473

固定資産合計 2,557,158

資産合計 4,574,181
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,336,069

短期借入金 850,000

１年内返済予定の長期借入金 243,136

　 未払法人税等 3,300

賞与引当金 21,574

その他 421,684

流動負債合計 2,875,763

固定負債

長期借入金 1,584,512

　 資産除去債務 220,040

その他 356,959

固定負債合計 2,161,512

負債合計 5,037,275

純資産の部

株主資本

資本金 50,000

　 利益剰余金 △514,120

株主資本合計 △464,120

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,025

評価・換算差額等合計 1,025

純資産合計 △463,094

負債純資産合計 4,574,181
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
（自 2020年10月１日
　至 2020年12月31日）

　営業収益 1,368,344

売上高 1,310,077

　売上原価 145,879

売上総利益 1,164,198

　営業収入

　 不動産賃貸収入 58,266

　 営業収入合計 58,266

　営業総利益 1,222,464

　販売費及び一般管理費 1,044,742

営業利益 177,721

営業外収益

受取利息及び配当金 142

　 受取手数料 319

　 雑収入 3,168

営業外収益合計 3,630

営業外費用

支払利息 11,897

その他 883

営業外費用合計 12,780

経常利益 168,571

特別損失

固定資産除却損 10,104

店舗閉鎖損失 4,680

特別損失合計 14,784

税引前四半期純利益 153,786

法人税、住民税及び事業税 3,300

法人税等調整額 54,000

法人税等合計 57,300

四半期純利益 96,486
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【注記事項】

(追加情報)

新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の影響に関す

る会計上の見積りについて）に記載した、新型コロナウィルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮

定について重要な変更はありません。
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(四半期貸借対照表関係)

　 ※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

当第１四半期会計期間
(2020年12月31日)

投資その他の資産 13,542千円

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

当第１四半期累計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)

減価償却費 59,097千円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業セグメントは、シェアショップ事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメン

ト情報の記載を省略しております。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期累計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)

１株当たり四半期純利益 22円44銭

(算定上の基礎)

四半期純利益(千円) 96,486

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 96,486

普通株式の期中平均株式数(株) 4,300,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

―

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２．当社は、2021年９月９日付けで普通株式１株につき普通株式10株の割合で株式分割を行っております。当事

業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。
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(重要な後発事象)

１ 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更

当社は、2021年８月13日開催の取締役会決議に基づき、2021年９月９日付をもって株式分割を行っておりま

す。また、上記株式分割に伴い、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。

　 （１）株式分割、単元株制度の採用の目的

当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、１単元

を100株とする単元株制度を採用いたしました。

　 （２）株式分割の概要

（a）分割方法

2021年９月８日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式１株につき10株の

割合をもって分割しております。

（b）分割により増加する株式数

　 株式分割前の発行済株式総数 430,000株

　 今回の分割により増加する株式数 3,870,000株

　 株式分割後の発行済株式総数 4,300,000株

　 株式分割後の発行可能株式総数 10,000,000株

（c）株式分割の効力発生日

2021年９月９日

（d）1株当たり情報に及ぼす影響

「１株当たり情報」は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これに

よる影響については、当該箇所に反映されております。

　 （３）単元株制度の採用

単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。

２ 以前の親会社であった株式会社イアケス（2018年12月に破産。以下「同社」という。）への貸付金の貸倒に係る

受取補償金の受領

当社は、2021年８月に、当社代表取締役社長の髙品政明より、受取補償金として210,160千円を受領し、これ

を特別利益として計上しました。

これは、2018年９月期に貸倒損失として処理した同社への金銭の貸付に関連し、当社代表取締役社長髙品政明

の同社への貸付当時の取締役としての損害賠償責任が発生している懸念について、当社と同氏との間で和解が成

立したことによるものです。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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